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没 収 保 全 等 を 請 求 す る こ と が で き る 司 法 警 察 員 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る
規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 2 7年 1 2月 1 5日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之

福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号
没 収 保 全 等 を 請 求 す る こ と が で き る 司 法 警 察 員 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部
を 改 正 す る 規 則

没 収 保 全 等 を 請 求 す る こ と が で き る 司 法 警 察 員 の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ４ 年 福 島 県
公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
本 則 中 「 。 以 下 「 麻 薬 特 例 法 」 と い う 。 」 を 削 り 、 「 及 び 組 織 的 な 犯 罪 の 処 罰 及 び 犯

罪 収 益 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 、 組 織 的 な 犯 罪 の 処 罰 及 び 犯 罪 収 益 の 規 制 等 に 関 す
る 法 律 」 に 改 め 、 「 。 以 下 「 組 織 的 犯 罪 処 罰 法 」 と い う 。 」 を 削 り 、 「 第 2 3条 第 １ 項 」
の 次 に 「 及 び 不 正 競 争 防 止 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 4 7号 ） 第 3 5条 第 ３ 項 」 を 加 え る 。

附 則
こ の 規 則 は 、 平 成 2 8年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 「 。 以 下 「 麻 薬 特 例 法 」 と い

う 。 」 を 削 る 改 正 規 定 及 び 「 。 以 下 「 組 織 的 犯 罪 処 罰 法 」 と い う 。 」 を 削 る 改 正 規 定 は 、
公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 生 活 環 境 課 ）
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